
令和６年度第３回文京区地域福祉推進本部 次第 

 

日時：令和６年 11月６日（水）9時 30分～ 

場所：シビックセンター16階 庁議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 
 
(1) 子育て支援計画の中間のまとめについて 

 

(2) 若者の生活と意識に関する調査の調査項目（案）について 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉会 

 

 

 

《配付資料》 

【資料第１号】子育て支援計画の中間のまとめについて 

【資料第２号】若者の生活と意識に関する調査の調査項目（案）について 
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【 資 料 第 １ 号 】 

                       

 

子育て支援計画の中間のまとめについて 
 

 

１ 子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども・若者部会の開催状況 

⑴ 第１回（令和６年５月９日開催） 

子育て支援計画について、目的や位置付け等を検討した。 

 

⑵ 第２回（令和６年７月 10 日開催） 

子育て支援計画について、以下の事項を検討した。 

ア 計画の推進に向けて 

 イ 計画の基本理念・基本目標 

 ウ 子どもと子育て家庭の現状 

エ 主要項目及びその方向性 

オ 子ども・子育て支援事業計画 

 

⑶ 第３回（令和６年８月６日開催） 

子育て支援計画について、以下の事項を検討した。 

 ア 主要項目及びその方向性 

 イ 子ども・子育て支援事業計画 

 

⑷ 第４回（令和６年 10 月 17 日開催） 

子育て支援計画について、中間のまとめを検討した。 

 

２ 前回からの主な変更点 

  裏面のとおり 

 

３ 子育て支援計画の中間のまとめ 

  別紙のとおり 

 

４ 今後の検討予定 

令和６年 11 月 地域福祉推進本部、地域福祉推進協議会、11 月定例議会 

（中間のまとめについて） 

 12 月 パブリックコメント、区民説明会、区報特集号発行 

令和７年 １～２月 子ども・子育て会議兼地域福祉推進協議会子ども・若者部

会、地域福祉推進本部、地域福祉推進協議会、２月定例議

会（最終案について） 

 ３月 子育て支援計画策定 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な変更点一覧

No ページ 章 変更項目

1 ３～４ 計画の目的

2 4 子どもの権利条約と４つの原則について

3 14～15
文京区における子ども及び子育て世帯への支援
体制図

4 16～17 計画の進行管理

5 25～55 全体

6 29 有配偶出生率の推移

7 34 子どもの貧困率の推移

8 59 基本的な視点

9 60 親子の健やかな成長の支援

10 67～148 第５章 計画の体系・計画事業

11
152～
153

幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制

12
168～
171

「⑿　実費徴収に係る補足給付を行う事業」か
ら「⒆　妊婦等包括相談支援事業」まで

13 172
「６　幼児期の学校教育・保育の一体的提供及
び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確
保」及び「７　計画の推進体制と進行管理」

各項目に見出しを追加しました。

項目として新たに追加しました。

説明文を一部追加しました。

４点目として、「行政手続のデジタル化とＤＸ化の推進」を追加しま
した。

具体的な計画の体系・計画事業を追加しました。

文京区における子ども及び子育て世帯への支援体制図を追加しまし
た。

前回の会議（９月）からの主な変更点は、以下のとおりです。

項目として新たに追加しました。

「親子の健康の維持・増進」の説明文に、感染症への対策を含む旨を
加筆しました。

第４章

量の見込みや確保方策等を記載した表又は説明文を追加しました。
なお、今後、国からの通知を受け、記載内容を変更する場合がありま
す。

変更内容

「⑴保育の必要性の認定について」から「⑶量の見込み（ニーズ量）
の算定及び確保方策について」まで追加しました。

第１章

第３章

第６章

国や文京区の動向等を加筆しました。

項目として新たに追加しました。

「前計画（令和２年度～令和６年度）の進捗状況について」を追加し
ました。
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          【 資 料 第 2 号 】         

1 

若者の生活と意識に関する調査の調査項目（案）について 
 

 

１ 概要 

  若者の生活や意識に係る現状を把握し、（仮称）若者計画の基礎資料を得ること

を目的に、若者の生活と意識に関する調査（以下「調査」という。）を実施する。 

 

２ 調査対象 

  区内在住の 19 歳から 39 歳までの者（基準日：令和７年１月１日） 

  （参考）令和６年 10 月１日現在の人口 

19 歳 2,107 人 26 歳 3,740 人 33 歳 3,389 人 

20 歳 2,355 人 27 歳 3,815 人 34 歳 3,369 人 

21 歳 2,468 人 28 歳 3,783 人 35 歳 3,372 人 

22 歳 2,932 人 29 歳 3,766 人 36 歳 3,458 人 

23 歳 3,324 人 30 歳 3,780 人 37 歳 3,475 人 

24 歳 3,590 人 31 歳 3,675 人 38 歳 3,465 人 

25 歳 3,590 人 32 歳 3,618 人 39 歳 3,602 人 

    合計 70,673 人 

 

３ 調査方法 

郵送で調査案内を送付し、原則インターネットで回答 

 

４ 調査時期（予定） 

  令和７年１月～２月 

 

５ 調査項目（案） 

  別紙のとおり 

 

６ スケジュール（予定） 

【令和６年度】 

 令和６年 11 月 地域福祉推進本部、地域福祉推進協議会、11 月定例議会 

（調査項目（案）について） 

令和７年 １～２月 調査の実施 

 ３月 調査の集計 

  （調査結果については、５月～６月に地域福祉推進本部、

地域福祉推進協議会、定例議会等で報告） 

【令和７年度】 

令和７年 ４月 （仮称）若者計画の検討 

   ～  

令和８年 ３月 （仮称）若者計画の策定 

 

７ その他 

  参考「子ども・若者支援の推進について」（８月作成資料を加筆の上、一部抜粋） 
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別紙

番号 カテゴリ 設問内容
1 自身・家庭状況 地域
2 年齢
3 性別
4 在学学校種別又は最終学歴
5 居住年数
6 居住形態
7 家族人数
8 家族構成
9 世帯収入
10 家計の状態
11 お金の不安や悩み
12 障害の有無
13 自己肯定感等
14 普段の生活 普段の過ごし方
15 安心できる居場所の有無
16 （有の場合） 安心できる居場所
17 安心できる場所に必要なこと
18 区への意見「普段の生活」
19 外出状況 外出頻度
20 （頻度が少ない場合） 外出状況が現在の状態になった期間
21 （頻度が少ない場合） 外出状況が現在の状態になった年齢
22 （頻度が少ない場合） 外出状況が現在の状態になったきっかけ
23 区への意見「外出状況」
24 不安や悩みごと 現在の不安や悩みごと
25 家族や親族、学校や職場の人との関係
26 希望する相談方法
27 区への意見「不安や悩みごと」
28 家族の世話 日常的に世話をしている人の有無
29 （有の場合） 世話の対象者
30 （有の場合） 世話の内容
31 （有の場合） 区に求める支援
32 （有の場合） 区とつながる場合の手段
33 区への意見「家族の世話」
34 仕事 就労状況
35 （働いている場合） 労働時間
36 （働いていない場合） 働いていない理由
37 仕事を選ぶ上で重視すること
38 区への意見「仕事」

調査項目（案）
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番号 カテゴリ 設問内容
39 結婚 婚姻状況（事実婚等含む）
40 （既婚者の場合） 結婚時の年齢と初再婚の別
41 （既婚者の場合） 出会いの場
42 （既婚者の場合） 配偶者等の年齢
43 （既婚者の場合） 配偶者等の就労状況
44 （未婚・非婚者の場合) 交際相手の有無
45 （未婚・非婚者・交際相手有の場合) 出会いの場
46 （未婚・非婚者・交際相手有の場合) 結婚意向の有無
47 （未婚・非婚者・交際相手有の場合) 結婚しない理由
48 （未婚・非婚者・交際相手無の場合) 婚活等の有無・興味の有無
49 （未婚・非婚者の場合) 国や自治体に求める支援
50 区への意見「結婚」
51 出産 子どもの有無
52 （有の場合） 子どもの人数
53 理想の子どもの人数
54 理想の数の子どもを育てるために必要なこと
55 区への意見「出産」
56 少子化・子育て 少子化対策のために必要なこと
57 子育てしやすくするために必要と考える環境
58 区への意見「少子化・子育て」
59 社会とのつながり 社会との関わり状況
60 社会参加活動の種類
61 （不参加の場合） 社会参加活動に不参加の理由
62 区への意見「社会とのつながり」
63 文京区等に関すること 区への親しみ
64 （有の場合） 親しみを感じるところ
65 永住希望の有無
66 区相談窓口等の認知度と利用状況
67 区の施策等への意見表明希望の有無
68 （希望有の場合） 区の施策等への意見表明する理由
69 （希望無の場合） 区の施策等への意見表明しない理由
70 区の施策等への意見を伝える方法・手段
71 区への意見「文京区等に関すること」
72 将来への希望観 希望観
73 １0年後の自分の姿
74 区への意見「将来への希望観」
75 若者施策等に関する意見 自由意見

〈参考〉
　　回答所要時間　　　　　　　　　１０分程度
　　一人当たりの設問数　６０～７０問程度
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○新（仮称）若者計画 

 

子どもの貧困対策計画 

次世代育成支援行動計画 

子ども・子育て支援事業計画 

子ども・若者支援の推進について 

 

 

１ 概要 

子ども・若者を取り巻く社会環境は急速に変化しており、ひきこもりや若年

無業者（ニート）、ヤングケアラー等、生きづらさを抱える子ども・若者の課

題は複雑化・多様化している。 

このような状況の中、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に基づく、

子ども・若者育成支援についての計画（以下「（仮称）若者計画」という。）を

策定し、これまで以上に子ども・若者の支援施策を推進する。 

なお、「子ども・若者育成支援推進法」に基づき国が策定した「子供・若者

育成支援推進大綱」における若者の定義を踏まえ、若者支援の対象を 39 歳ま

でとする。 

 

２ 計画の位置付け 

本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健

計画」の分野別計画の１つである「子育て支援計画」に、「（仮称）若者計画」

を内包する。 

 

 

 

 

 

障
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計
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計
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３ 計画期間等 

「（仮称）若者計画」の計画期間は次期「子育て支援計画」の終期と合わ

せ、令和８年度から 11 年度までの４年間とする。 

また、こども基本法第 10 条第２項において、市町村は「こども大綱」（「都

道府県こども計画」が定められているときは、「こども大綱」及び「都道府県

こども計画」）を勘案して「市町村こども計画」の策定に努めることとされて

いる。「次期子育て支援計画」の中間年度見直しが令和９年度に当たることか

ら、９年度末、「（仮称）若者計画」と「子育て支援計画」を統合し、一体な

冊子として「市町村こども計画」を策定する。 

 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11 年度 12 年度 13 年度 14年度 

          

 

 

       

 

          

 

市町村こども計画 

保健医療計画 

前回計画 

２年度～６年度 

「文の京」総合戦略 

６年度～９年度 

次期子育て支援計画 

７年度～11 年度 

高齢者・介護保険事業計画 

地域福祉保健の推進計画 

障害者・児計画 

整

合 

「（仮称）若者計画」 
８年度～11 年度 

調査 

６年度 

後半 

策定 

７年度 

（仮称）こどもの権利に関する条例の制定 

市町村こども計画 

一体化 

中間年度見直し 

10～12 月 
調査項目を検討 
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